
 

 

だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例「施設整備マニュアル」改訂内容一覧 
 
ファイル名 頁 改訂前 改訂後 

表紙・

は じ

めに・

目次 

目次  Ⅵ章 その他 

１ 改正された要項············· Ⅵ-2 

[1]令和３年３月改正概要 

[2]⼩規模店舗に関する事項 

[3]令和４年 10⽉改正概要 

Ⅵ章 参考資料 Ⅶ章 参考資料 

序章 序－ 9 □事例 さまざまな利用者に配慮したトイレ 

多様な利用者に配慮しつつ、多機能ブースにすべての設備（A:

車いす対応・B:オストメイト対応・C:乳幼児用設備）をまと

め、その他のブースは一般的な広さのブースとするのではな

く、「少し広めのブースの設置・複数個所に乳幼児用設備の設

置」を計画することで、快適に利用できるよう工夫されていま

す。 

□事例 さまざまな利用者に配慮したトイレ 

多様な利用者に配慮しつつ、多機能ブースにすべての設備（A:車

いす対応・B:オストメイト対応・C:乳幼児用設備）をまとめ、そ

の他のブースは一般的な広さのブースとするのではなく、「少し

広めのブースの設置・複数個所に乳幼児用設備の設置」を計画す

ることで、快適に利用できるよう工夫されています。今後は、多

機能便房への利用者の集中を避けるため、施設の用途や利用状況

を勘案し、障害者等に必要な個別機能トイレとする事が望ましい

です。 

序－ 18 （参考：国土交通省 公共交通ガイドライン P.6、旅客船バリ

アフリーガイドライン P.116、厚生労働省 HP（認知症への取

組み）） 

（参考：国土交通省 公共交通ガイドライン、旅客船バリアフリ

ーガイドライン、厚生労働省 HP（認知症への取組み）） 

序－ 22 国土交通省のバリアフリー基本構想制度の概要については、

こちらをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/common/001145391.pdf 

国土交通省のバリアフリー基本構想制度の概要については、国土

交通省 HP をご覧ください。 
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1） 

Ⅰ－ 17 （図Ⅰ.1.9〜11） （図Ⅰ.1.9.1〜11） 

［12］標識 P.106 参照 削除 

Ⅰ－ 18 屋根又は庇がないと⾬天時の乗降に困難が生じる。屋根又は

庇を設ける場合には、車いす用リフト付車両等に対応した天

井高さを確保する（一般的な車いす用リフト付車両の高さは、

230cm 程度である）。 

屋根又は庇がないと⾬天時の乗降に困難が生じる。屋根又は庇を

設ける場合には、車いす用リフト付車両等に対応した天 

井高さを確保する（一般的な車いす用リフト付車両の高さは、

230cm 以上である）。（図Ⅰ.1.9.1） 

ゆずりあい駐車区画 思いやり駐車区画 

  

 

 

Ⅰ－ 19   

 

Ⅰ－ 20  図Ⅰ.1.9 車いす使用車駐車施設の設置例 図Ⅰ.1.9.2 車いす使用者駐車施設の設置例 



 

 

  

Ⅰ－ 21   

【 第

1章】

建 築

Ⅰ－ 40 P.Ⅳ-19、P.Ⅳ-20 参照 (P.Ⅵ-19、P.Ⅵ-20)参照 

Ⅰ－ 48 （図Ⅰ.1.43） （図Ⅰ.1.42） 

Ⅰ－ 50  （図Ⅰ.1.44） （図Ⅰ.1.42、図Ⅰ.1.44） 
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Ⅰ－ 52 

 

 

Ⅰ－ 57 〇高齢者、障害者等に配慮し、乗降口のステップの水平部分は 

３枚程度とし、定常段差となるまで５枚程度とする。（図△） 

〇高齢者、障害者等に配慮し、乗降口のステップの水平部分は３

枚程度とし、定常段差となるまで５枚程度とする。（図Ⅰ.1.46） 

国公共交通ガイドライン（P.Ⅰ-61 参照） 削除 

【 第

1章】

建 築

物 等

の 整

備 に

関 す

る 事

項（2-

Ⅰ－ 63 建築設計標準 P2-73 削除 

Ⅰ－ 67 （図Ⅰ.2.1.19）  

（図Ⅰ.2.1.19）  

（図Ⅰ.2.1.25）  

（図Ⅰ.2.1.5）  

（図Ⅰ.2.1.26）  

（図Ⅰ.2.1.26）  

（図Ⅰ.2.1.12）  

（図Ⅰ.2.1.29） 

（図Ⅰ.2.1.19） 

（図Ⅰ.2.1.19） 

（図Ⅰ.2.1.25） 

（図Ⅰ.2.1.5） 

（図Ⅰ.2.1.24） 

（図Ⅰ.2.1.24） 

（図Ⅰ.2.1.12） 

（図Ⅰ.2.1.27） 



 

 

1） Ⅰ－ 68 （図Ⅰ.2.1.27）  

（図Ⅰ.2.1.27） 

（図Ⅰ.2.1.25） 

（図Ⅰ.2.1.25） 

（図Ⅰ.2.1.30） 

 ○大人のおむつ交換をすることができる大型ベッドを一以上 

設け、その出⼊口にその旨の表示を行う。大きさは幅 60cm 

程度、長さ 150cm〜180cm 程度とする。 

○大人のおむつ交換をすることができる大型ベッドを一以上 

設け、その出⼊口にその旨の表示を行う。大きさは幅 60〜 

80cm 程度、長さ 150cm〜180cm 程度とする。 



 

 

Ⅰ－ 72 

 

 



 

 

Ⅰ－ 73 

  

Ⅰ－ 76   



 

 

Ⅰ－ 77 

 

 



 

 

Ⅰ－ 78 

 

 



 

 

Ⅰ－ 79 

 

 



 

 

Ⅰ－ 80   



 

 

Ⅰ－ 81 

 

 



 

 

Ⅰ－ 82 

 

 



 

 

Ⅰ－ 83 

 

 



 

 

Ⅰ－ 84 

 

 



 

 

Ⅰ－ 85 

 

 



 

 

Ⅰ－ 86 

 

 



 

 

Ⅰ－ 87 

 

 



 

 

Ⅰ－ 88 

 

削除 



 

 

Ⅰ－ 89 

 

削除 

Ⅰ－ 90 図 I.2.1.26 手すりの例 図 I.2.1.24 手すりの例 



 

 

Ⅰ－ 91   

Ⅰ－ 92 建築設計標準 P2-117 削除 

Ⅰ－ 93 （図Ⅰ.2.2.2） （図Ⅰ.2.2.5） 

Ⅰ－ 94 〇その他Ⅰ・3・[1] 手すり（P. Ⅰ-116）」の項参照。 〇その他Ⅰ・3・[1] 手すり（P. Ⅰ-125）」の項参照。 

Ⅰ－ 98 建築設計標準 P2-117 削除 
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項（2-

2） 

Ⅰ－ 105 建築設計標準 P2-156 削除 

Ⅰ－ 112 ○車いす使用者席は、必要とする人が選択できるようできる

限り分散させる。 

○客席総数 200 超の場合には、2ヶ所以上に分散して配置する。 

建築設計標準 P 2-128 削除 

Ⅰ－ 113 ○車いす使用者席から舞台に至る経路は、幅 120cm 以上と

し、高低差がある場合は「１．移動に関する事項（6）傾斜路

（P78）」の項による構造の傾斜路または段差解消用昇降機を

設ける。 

○車いす使用者席から舞台に至る経路は、幅 120cm 以上とし、

高低差がある場合は「１．移動に関する事項（6）傾斜路（P.Ⅰ-

37）」の項による構造の傾斜路または段差解消用昇降機を設ける。 

Ⅰ－ 117 建築設計標準 P2-101 削除 

Ⅰ－ 123 

  



 

 

【 第

1章】

建 築

物 等

の 整

備 に
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る 事

項（3） 

Ⅰ－ 125 建築設計標準 P2-142 削除 

Ⅰ－ 126 

 

 

Ⅰ－ 129 建築設計標準 P2-150 削除 

Ⅰ－ 131   

Ⅰ－ 132 ●公衆電話所に出入口を設ける場合は「１移動に関する事項

（４）出入口・玄関（P.Ⅰ-21）」の項の規定による。〈建 21 の

（２）〉 

●公衆電話所に出⼊口を設ける場合は「１移動に関する事項（４）

出⼊口・玄関（P.Ⅰ-22）」の項の規定による。〈建 21 の（２）〉 

Ⅰ－ 134  （図Ⅰ.3.4.2） 



 

 

Ⅰ－ 135 

 

 

Ⅰ－ 136 建築設計標準 P2-155 削除 

 （図Ⅰ.3.5.2、図Ⅰ.3.5.4） （図Ⅰ.3.5.4） 



 

 

Ⅰ－ 137 

 

 

Ⅰ－ 139 建築設計標準 P2-153 削除 

Ⅰ－ 140   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ⅰ－ 141   
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項（4） 

Ⅰ－ 143 建築設計標準 P2-170、254 削除 

【 第 Ⅱ－2 ●：政令・条例の基準 ●：必ず整備すべき基準 
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Ⅲ－6 Ⅰ・2・[1] 便所・洗面所（P.Ⅰ-90） Ⅰ・2・[1] 便所・洗面所（P.Ⅰ-63） 

Ⅲ－7   

【第4

章】駐

車 場

に 関

す る

事項 

Ⅳ－4   

【 第

5章】

公 共

交 通

機 関

の 施

設 に

Ⅴ－12   
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Ⅴ－13   

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ－17 回り段は段を踏み外してしまう危険がある。また視覚障害者

が方向を失ったりしやすい。「Ⅰ移動に関する事項(7)階段（P.

Ⅰ-39）」参照） 

回り段は段を踏み外してしまう危険がある。また視覚障害者が方

向を失ったりしやすい。「Ⅰ移動に関する事項(7)階段（P.Ⅰ-40）」

参照） 

Ⅴ－28   

第 Ⅵ

章  そ

の他 
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資料 

 第Ⅵ章 参考資料 第Ⅶ章 参考資料 
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